


⑴本会は割賦販売法に基づき、会員がお払い込みの積立金及びそ
れに相当する商品等にお引き換えされていないお買物カードの
残額の合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保
証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を
講じています。      
営業保証金      
　岡山地方法務局　　　　岡山県岡山市北区南方1-3-58 
供託委託契約の受託者     
日本割賦保証株式会社　　東京都港区虎ノ門1-13-3  
      

　　ただし、上記機関については、本会の都合により変更する場合
がありますので、ご確認に関しては、友の会窓口まで直接お問
い合せください。 

⑴この契約が前条⑴又は⑵により解約された場合、会員は、
⑴の解約の申し出の日又は⑵の催告期間の終了の日から
４５日以内（この項においては「解約精算期間」といいま
す。）に、次のア又はイの金額を遅滞なく本会から受領する
ことができます。なお、既に払い込みいただいた積立金の
額を請求する権利は、解約精算期間経過後５年間請求がない
場合には消滅するものとします。
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